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東
日
本
大
震
災
か
ら
10
年
を

迎
え
ま
す
。
ピ
ー
ス
あ
い
ち
は

２
０
１
２
年
か
ら
毎
年
こ
の
時

期
に
、
「
福
島
を
忘
れ

な
い
」
と
題
す
る
写
真

展
や
講
演
会
を
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
救
援
・
中
部

の
ご
協
力
を
得
て
行
っ

て
き
ま
し
た
。
今
年
は
、

設
立
か
ら
30
年
間
の
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
救
援
・
中
部
の
活

動
、
ま
た
こ
の
地
域
で
被
災
地

支
援
を
し
て
お
ら
れ
る
方
た
ち

の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
の

取
り
組
み
に
学
び
、
原
発
事
故

の
実
態
を
知
り
、
「
被
災
地
に

寄
り
添
う
支
援
」
や
「
平
和
」

に
つ
い
て
、
い
っ
し
ょ
に
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
企
画
展
案
内
チ
ラ
シ
よ
り
）

名
古
屋
大
空
襲
展
も
3
月
2

日
（
火
）
か
ら
5
月
22
日
（
土
）

ま
で
3
階
展
示
室
で
行
っ
て
い

ま
す
。

開
館
時
間

11

時
～
16

時

（
最
終
日
は
15
時
）

休
館
日

日
曜
日
、
月
曜
日

入
館
料

大
人
３
０
０
円

小
・
中
・
高
生
１
０
０
円

交
通

地
下
鉄
上
社
駅
か
ら

市
バ
ス
上
社
11
号
系
統
「
じ
あ

み
」
下
車
、
西
へ
徒
歩
３
分

未
だ

収
束
が
見
え
な
い
「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
そ
の
中

で
も

工
夫
を
し
た

活
動
を
展

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
日
迄
の

取
り
組
み
内
容
で
あ

る
。１

ロ
シ
ア
語
教
育
普
及
活
動

第
１
８
８
期
は

緊
急
事
態
宣

言
発
出
に
伴
い
や
む
な
く
中
途

か
ら
中
止
を
し
た
。

そ
の
教
訓
か
ら

第
１
８
９
期

中
途
か
ら
対
面
授
業
に
加
え
て

オ
ン
ラ
イ
ン
・z

o
o
m

授
業
を
一

部
ク
ラ
ス
に
取
り
入
れ
た
。

ま
た
、
新
た
に
空
気
清
浄
器

付
き
加
湿
器
も
購
入
し
た
。

こ
の
方
式
で
第
１
９
０
期
は

よ
り
多
く
の
受
講
生
を
迎
え
た

い
。今

後
の
推
移
に
も
よ
る
が

状

況
に
応
じ
た
適
切
な
対
応
が
必

要
で
あ
る
。

２
チ
ェ
ー
ホ
フ
愛
好
会

会
員
要
望
と
県
連
財
政
補
填

の
観
点
か
ら
チ
ェ
ー
ホ
フ
愛
好

会
を
立
ち
上
げ
た
。

毎
月
二
回
参
加
費
は
そ
の
都

度
５
０
０
円
、
講
師
料
は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
て
実
施
し
て
い
る
。

参
加
者
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る

が
、
続
け
て
い
く
覚
悟
で
あ
る
。

３
行
事
と
事
業
の
在
り
方

前
年
は
行
事
・
事
業
と
も
全

て
中
止
と
な
っ
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
心
配
す
る
事
は

会
員
の
方
々
が

気
持
ち
の
上
で

も
「
協
会
」
活
動
か
ら
離
れ
て

ゆ
く
事
で
あ
る
。

そ
の
意
味
か
ら
も
各
種
行
事
・

事
業
は
二
年
続
け
て
中
止
は
し

な
い
。

コ
ロ
ナ
の
状
況
に
よ
り
規
模

の
縮
小
等
は
考
え
る
が
「
ユ
ー

ラ
シ
ア
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
ロ

シ
ア
兵
士
墓
地
慰
霊
祭
、
県
連

総
会
、
ロ
シ
ア
語
特
別
講
座
、

「
ヨ
ー
ル
カ
祭
」
等
々
開
催
日

程
を
延
期
し
実
施
す
る
。

４
「
コ
ロ
ナ
対
応
」
カ
ン
パ

役
員
で
相
談
・
協
議
を
し

「
コ
ロ
ナ
対
応
」
カ
ン
パ
を
取

り
組
む
事
と
し
、
県
連
機
関
紙

を
通
じ
て
要
請
し
訴
え
た
。

会
員
の
方
々
も
生
活
状
況
が

厳
し
い
と
の
心
配
も
あ
っ
た
が

今
日
迄
約
１
０
０
万
円
の
カ
ン

パ
が
寄
せ
ら
れ
、
記
念
品
（
物

産
品
）
を
お
送
り
し
て
い
る
。

こ
の
事
実
は
会
員
の
方
々
が

協
会
に
寄
せ
る
期
待
と
取
り
組

む
役
員
の
情
熱
の
表
れ
で
あ
ろ

う
。５

「
物
品
販
売
」
活
動

ワ
イ
ン
・
ウ
オ
ッ
カ
等
新
し

く
紹
介
い
た
だ
い
た
業
者
か
ら

仕
入
れ
る
事
と
し
た
。

そ
の
他
の
物
品
も
含
め
、
今

後
待
ち
の
姿
勢
か
ら
攻
勢
へ
と

転
じ
る
販
売
活
動
が
求
め
ら
れ

る
。６

合
唱
団
「
ミ
ー
ル
」
の
奮

闘
今
回
15
回
目
を
迎
え
た
東
海

地
方
の
国
際
交
流
団
体
の
催
し

「
ワ
ー
ル
ド
コ
ラ
ボ
フ
ェ
ス
タ
」

は
コ
ロ
ナ
禍
の
為
、
ウ
エ
ヴ
方

式
に
よ
る
開
催
と
な
っ
た
。

こ
れ
迄
出
演
し
て
い
た
多
く

の
団
体
が
見
合
わ
せ
る
な
か
合

唱
団
「
ミ
ー
ル
」
は
県
連
と
も

相
談
し
な
が
ら
、
事
前
の
撮
影

会
に
参
加
し
、
日
頃
の
練
習
成

果
を
披
露
し
、
平
和
の
歌
声
を

届
け
た
。

こ
の

ウ
エ
ヴ
方
式
に
よ
る
放

映
は
２
０
２
０
年
12
月
12
日
～

２
０
２
１
年
１
月
12
日
迄
閲
覧

さ
れ
合
唱
団
「
ミ
ー
ル
」
の
再

生
回
数
は
全
国
２
４
０
回
と
多

く
の
方
々
に
楽
し
ん
で
い
た
だ

い
た
。

引
き
続
く
活
躍
に
期
待
す
る

も
の
で
あ
る
。

７
教
訓

こ
の
一
年
、
コ
ロ
ナ
禍
に
苦

し
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
今
後

形

態
の
違
う
困
難
な
課
題
が
押
し

寄
せ
て
く
る
事
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
場
合
、
現
象
面
に
怯
む

事
な
く
、
困
難
な
状
況
下
に
於

い
て
も
会
員
・
役
員
、
一
体
と

な
り
、
相
談
と
激
励
を
し
合
い

な
が
ら
協
会
活
動
を
着
実
に
遂

行
す
る
と
い
う
大
切
さ
を
今
回

の
取
り
組
み
内
容
か
ら
学
ん
だ

教
訓
で
あ
る
。

田
中
雅
也
を
コ
ン
サ
ー
ト
ツ

ア
ー
ガ
イ
ド
に
ゾ
ン
ゴ
ラ
（
ピ

ア
ノ
）
で
巡
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
音

楽
て
ん
こ
盛
り
の
旅
に
ご
案
内
。

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
も
魅
せ
ら
れ
た

東
洋
西
洋
が
ま
じ
り
合
う
ハ
ン

ガ
リ
ー
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

田
中
正
也
は
15
歳
で

単
身
モ
ス
ク
ワ
へ
行
き
、

モ
ス
ク
ワ
音
楽
院
、
お

よ
び
同
大
学
院
を
修
了

し
、
ネ
ル
セ
シ
ア
ン
、

ヴ
ォ
ス
ク
レ
セ
ン
ス
キ
ー

に
師
事
。
カ
ン
ト
ゥ
国

際
ピ
ア
ノ
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
コ
ン

ク
ー
ル
第
1
位
、
ス
ク
リ
ャ
ー

ビ
ン
国
際
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル

第
1
位
な
ど
多
く
の
賞
を
受
賞

し
て
お
り
、
ま
た
日
本
ユ
ー
ラ

シ
ア
協
会
本
部
理
事
も
務
め
て

い
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム

リ
ス
ト：

３
つ
の
演
奏
会
用

練
習
曲
よ
り

“

た
め
息
”

ブ
ラ
ー
ム
ス：

ハ
ン
ガ
リ
ー

舞
曲
（
4
手
連
弾
）

第
1
番

／
第
5
番
／
第
16
番

他

全
自
由
席

１
０
０
０
円

♪
Ｃ
Ｄ
セ
ッ
ト
券
発
売
♪

一
緒
に
歌
っ
て
も
良
い
！
じ
っ

く
り
と
聴
い
て
も
良
い
！
味
わ

い
深
い
「
日
本
の
う
た
」
を
ぜ

ひ
ご
自
宅
で
お
楽
し
み
く
だ
さ

い
！コ

ン
サ
ー
ト
の
チ
ケ
ッ
ト
代

に
＋
１
０
０
０
円
で

コ
ー
ラ
ス

ユ
ニ
ッ
トC

o
C
o
R
o
n
i

が
歌
う
日

本
の
唱
歌
・
抒
情
歌
が
た
っ
ぷ

り
と
収
録
さ
れ
た
Ｃ
Ｄ
（
定
価

１
８
０
０
円
＋
税
）
が
１
枚
付

き
ま
す
。
ご
希
望
の
お
客
様
は

コ
ン
サ
ー
ト
の
ご
予
約
時
に

「
Ｃ
Ｄ
セ
ッ
ト
で
」
と
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

突
出
し
た
才
能
と
卓
越
し
た

技
法
を
持
つ
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
イ

リ
ヤ
・
イ
ー
テ
ィ
ン
。
ロ
シ
ア

の
エ
カ
テ
リ
ン
ブ
ル
グ
生
ま
れ
。

モ
ス
ク
ワ
音
楽
院
を
最
優
秀
で

卒
業
。
Ｉ
・
ナ
ウ
モ
フ
氏
に
師

事
。
「
彼
の
音
楽
は
、
誠
実
で

温
か
く
、
詩
的
で
、
ロ
マ
ン
テ
ィ

シ
ズ
ム
に
溢
れ
て
い
る
。
」
と

ナ
ウ
モ
フ
教
授
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
あ
る
。
リ
ー
ズ
国

際
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー

ル
審
査
員
全
員
一
致

の
第
１
位
受
賞
、
並

び
に
近
現
代
音
楽
部

門
第
１
位
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ

放
送
聴
衆
賞
受
賞
。

ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
国
際

コ
ン
ク
ー
ル
第
２
位

、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
カ
ペ
ル
国
際
ピ
ア
ノ

コ
ン
ク
ー
ル
第
２
位
、
ク
リ
ー

ブ
ラ
ン
ド
国
際
コ
ン
ク
ー
ル
第

１
位
、
並
び
に
シ
ョ
パ
ン
賞
受

賞
。ブ

リ
ン
ス
ト
ン
大
学
・
ゴ
ラ

ン
ス
キ
ー
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ゥ
ー

ト
ク
ラ
ス
に
毎
年
招
か
れ
て
マ

ス
タ
ー
ク
ラ
ス
を
、
ま
た
ジ
ュ

リ
ア
ー
ド
音
楽
院
、
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ

で
マ
ス
タ
ー
ク
ラ
ス
に
招
か
れ

て
い
る
。
２
０
１
７
年
か
ら
ウ

ラ
ル
大
学
に
招
聘
さ
れ
、
２
０

１
８
年
ウ
ラ
ル
国
際
音
楽
コ
ン

ク
ー
ル
ピ
ア
ノ
部
門
の
審
査
委

員
長
を
務
め
る
。
日
本
音
楽
コ

ン
ク
ー
ル
、
及
び
仙
台
国
際
コ

ン
ク
ー
ル
の
審
査
員
を
務
め
る
。

現
在
、
武
蔵
野
音
楽
大
学
客

員
教
授
。

プ
ロ
グ
ラ
ム

バ
ッ
ハ

パ
ル
テ
ィ
ー
タ
第

６
番
ホ
短
調

Ｂ
Ｗ
Ｖ
８
３
０

バ
ッ
ハ
／
ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
編

ピ
ア
ノ
の
為
の
無
伴
奏
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
パ
ル
テ
ィ
ー
タ
第
３

番
ホ
長
調
Ｂ
Ｗ
Ｖ
１
０
０
６

プ
レ
リ
ュ
ー
ド
／
ガ
ヴ
ォ
ッ
ト

／
ジ
ー
グ

ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ

「
音
の
絵
」

O
P.
39

（
全
曲
）

全
自
由
席

４
０
０
０
円

日本ユーラシア協会とは
旧ソ連邦に住む諸国民との

相互理解と友好を進める

（旧）日ソ協会の統一した名

称です
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イ
リ
ヤ
・
イ
ー
テ
ィ
ン
ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル

４
月
24
日
（
土
）
14
時
開
演

宗
次
ホ
ー
ル

凄
す
ぎ
る
ピ
ア
ニ
ズ
ム

ピ
ア
ノ
で
旅
す
る
ハ
ン
ガ
リ
ー

關
谷
範
子
、
ゲ
ス
ト
・
田
中
雅
也

お
散
歩
ピ
ア
ノ
２

５
月
２
日
（
日
）
11
時
30
分
開
演

宗
次
ホ
ー
ル

コ
ロ
ナ
渦
で
の
活
動

そ
の
教
訓

日
本
ユ
ー
ラ
シ
ア
協
会
愛
知
県
連
合
会

設
立
か
ら
30
年
「
Ｎ
Ｐ
О
法
人
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
救
援
・
中
部
」
の
活
動

３
月
２
日
（
火
）
～
４
月
３
日
（
土
）
「
ピ
ー
ス
あ
い
ち
」
３
階
展
示
室

福
島
を
忘
れ
な
い
！
被
災
地
に
寄
り
添
っ
て
10
年
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ロ
シ
ア
憲
法
裁
判
所
の

創
設
と
憲
法
裁
判
の
基

準
ロ
シ
ア
憲
法
裁
判
所
（
以
下

「
憲
法
裁
判
所
」
と
い
う
。
）

は
、
一
般
の
民
事
事
件
や
刑
事

事
件
な
ど
を
取
り
扱
う
通
常
裁

判
所
と
は
別
に
、
ペ
レ
ス
ト
ロ

イ
カ
時
代
の
末
期
に
創
設
さ
れ
、

１
９
９
１
年
12
月
の
ソ
連
解
体

前
の
同
年
10
月
30
日
か
ら
そ
の

活
動
を
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
れ

が
30
年
代
後
半
の
大
粛
清
を
は

じ
め
と
す
る
ソ
連
時
代
の
深
刻

な
人
権
侵
害
に
対
す
る
反
省
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

同
じ
こ
ろ
、
ロ
シ
ア
で
は
、

「
人
間
お
よ
び
市
民
の
権
利
お

よ
び
自
由
の
宣
言
」
（
91
年
11

月
22
日
）
が
採
択
さ
れ
、
近
代

自
然
法
論
に
も
と
づ
い
た
人
権

の
考
え
方
が
ロ
シ
ア
憲
法
史
上

は
じ
め
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
人
権
宣
言
は
、

ソ
連
解
体
後
の
翌
92
年
４
月
の

憲
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
78

年
に
制
定
さ
れ
た
旧
ロ
シ
ア
憲

法
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

り
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
人
権

保
障
の
領
域
で
の
憲
法
適
合
性

審
査
の
基
準
と
な
り
ま
し
た
。

93
年
12
月
に
あ
ら
た
に
制
定
さ

れ
た
現
行
の
ロ
シ
ア
憲
法
の
人

権
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ
を

基
本
的
に
受
け
継
い
だ
も
の
で

す
。こ

の
ロ
シ
ア
憲
法
は
、
「
人

間
な
ら
び
に
そ
の
権
利
お
よ
び

自
由
は
、
最
高
の
価
値
で
あ
る
。

人
間
お
よ
び
市
民
の
権
利
お
よ

び
自
由
の
承
認
、
遵
守
お
よ
び

保
護
は
、
国
家
の
義
務
と
す
る
」

（
第
二
条
）
と
定
め
た
後
、

「
人
間
の
基
本
的
権
利
お
よ
び

自
由
は
、
譲
り
渡
す
こ
と
が
で

き
ず
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

す
べ
て
の
者
に
属
す
る
」
（
第

一
七
条
第
二
項
）
と
し
て
、
近

代
自
然
法
論
に
も
と
づ
く
人
権

と
い
う
考
え
方
を
憲
法
で
規
範

化
し
ま
し
た
。
こ
の
あ
と
、
ロ

シ
ア
憲
法
は
、
人
権
保
障
の
領

域
で
の
原
則
と
し
て
、
「
人
間

お
よ
び
市
民
の
権
利
お
よ
び
自

由
は
直
接
的
な
効
力
を
有
す
る
」

と
の
原
則
（
第
一
八
条
）
、
法

の
下
の
平
等
原
則
（
第
一
九
条
）

な
ど
を
定
め
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
す
べ
て
の
者
の
「
生
命
に

対
す
る
権
利
」
を
保
障
す
る
第

二
〇
条
の
規
定
を
は
じ
め
と
し

て
、
個
別
の
権
利
お
よ
び
自
由

を
後
続
の
各
規
定
で
保
障
し
て

い
ま
す
。

被
侵
害
者
の
権
利
の
保

障
と
法
的
救
済
制
度
の

整
備こ

の
よ
う
に
憲
法
で
「
人
間

お
よ
び
市
民
の
権
利
お
よ
び
自

由
」
が
保
障
さ
れ
て
い
て
も
、

実
際
に
こ
れ
ら
が
侵
害
さ
れ
た

と
き
、
そ
の
救
済
の
た
め
の
法

制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
こ
れ
ら
は
画
餅
に
帰
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ロ
シ
ア
憲
法

は
、
こ
の
救
済
制
度
を
、
次
の

よ
う
に
被
侵
害
者
の
権
利
の
保

障
制
度
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

「
１

す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
権

利
お
よ
び
自
由
の
司
法
的
救
済

を
保
障
さ
れ
る
。
／
２

国
家
権

力
機
関
、
地
方
自
治
機
関
、
社

会
団
体
お
よ
び
役
職
者
の
決
定

お
よ
び
行
為
（
ま
た
は
不
作
為
）

は
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
／
３

す
べ

て
の
者
は
、
国
内
の
す
べ
て
の

救
済
措
置
を
利
用
し
尽
く
し
た

と
き
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
国
際

条
約
に
し
た
が
っ
て
、
人
間
の

権
利
お
よ
び
自
由
の
保
護
に
関

す
る
国
際
機
関
に
申
立
て
を
す

る
権
利
を
有
す
る
」
（
第
四
六

条
）
。
こ
の
規
定
を
受
け
て
、

こ
れ
ま
で
、
改
正
憲
法
裁
判
所

法
の
制
定
（
94
年
７
月
21
日
施

行
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
関
連

法
令
が
整
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

法
的
救
済
制
度
の
担
い

手
と
そ
の
人
権
意
識

し
か
し
、
憲
法
お
よ
び
法
令

で
救
済
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い

て
も
、
人
権
を
制
約
す
る
こ
と

に
な
る
法
律
の
制
定
の
権
限
を

有
す
る
連
邦
議
会
の
議
員
、
そ

の
法
律
を
解
釈
し
て
適
用
す
る

裁
判
官
な
ど
、
救
済
制
度
の
担

い
手
た
ち
が
人
権
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
考
え
方
を
も
っ
て
い

る
か
に
よ
り
、
こ
の
救
済
制
度

の
実
効
性
は
、
大
き
く
左
右
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
上
記

の
ロ
シ
ア
憲
法
第
一
七
条
第
二

項
に
規
定
す
る
人
権
の
考
え
方

が
そ
の
担
い
手
た
ち
の
間
で
共

有
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

こ
の
救
済
制
度
は
、
実
効
性
を

も
ち
え
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
日
の
ロ
シ
ア
社
会
に
は
、
こ

の
よ
う
な
自
然
法
論
に
も
と
づ

く
人
権
と
い
う
考
え
方
が
定
着

し
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん

（
日
本
社
会
も
基
本
的
に
同
じ

状
況
に
あ
り
ま
す
。
）
。
反
対

に
、
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
培

わ
れ
て
き
た
ロ
シ
ア
独
自
の
政

治
・
法
文
化
、
こ
れ
に
規
定
さ

れ
た
前
近
代
的
な
法
意
識
（
法

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
＊
）
が
、
今
な
お
、

根
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
救
済
制
度
の
担

い
手
た
ち
の
人
権
に
つ
い
て
の

考
え
方
（
人
権
意
識
）
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

こ
の
問
題
に
答
え
る
の
に
は
、

人
権
を
制
約
す
る
法
律
、
そ
の

お
そ
れ
の
あ
る
法
律
の
制
定
過

程
を
連
邦
議
会
の
会
議
録
な
ど

の
関
係
資
料
の
分
析
に
よ
り
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
か
ら
、
問
題
の
法
律
を

提
案
し
た
国
家
官
僚
や
そ
の
法

律
の
制
定
を
積
極
的
に
支
持
し

た
議
員
た
ち
の
人
権
意
識
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
憲

法
裁
判
所
の
裁
判
官
を
含
む
裁

判
官
た
ち
の
人
権
意
識
で
あ
れ

ば
、
担
当
し
た
人
権
裁
判
の
判

決
の
中
に
そ
れ
を
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

再
開
さ
れ
た
憲
法
裁
判

と
そ
の
大
略

さ
て
、
憲
法
裁
判
所
は
、
93

年
に
新
ロ
シ
ア
憲
法
が
準
備
さ

れ
て
い
た
こ
ろ
、
急
進
的
な
改

革
を
進
め
て
い
た
当
時
の
大
統

領
エ
リ
ツ
ィ
ン
の
大
統
領
令
な

ど
に
対
し
、
し
ば
し
ば
憲
法
違

反
の
判
断
を
下
し
て
い
た
た
め
、

そ
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
の
超
法
規
的

措
置
に
よ
り
、
活
動
の
停
止
を

命
じ
ら
れ
ま
し
た
（
93
年
10
月
）
。

そ
の
後
、
新
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
、

そ
し
て
改
正
憲
法
裁
判
所
法
の

制
定
を
受
け
て
、
憲
法
裁
判
所

は
、
活
動
を
再
開
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
憲
法
裁
判
所
が

侵
害
さ
れ
た
人
権
の
本
当
の
救

済
機
関
と
な
る
の
に
必
要
な
こ

と
は
、
裁
判
所
そ
の
他
の
機
関

が
具
体
的
な
事
件
で
適
用
し
た

法
令
の
規
定
に
よ
り
憲
法
上
の

権
利
お
よ
び
自
由
を
侵
害
さ
れ

た
と
考
え
る
個
人
お
よ
び
団
体

に
対
し
、
憲
法
裁
判
所
に
そ
の

法
令
の
規
定
の
憲
法
適
合
性
審

査
の
申
立
て
を
す
る
権
利
を
あ

た
え
る
こ
と
で
す
。
ロ
シ
ア
で

は
、
憲
法
裁
判
所
の
創
設
以
来
、

こ
の
権
利
は
、
個
人
お
よ
び
団

体
に
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
あ

た
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
95
年
か
ら
昨
年
ま

で
の
26
年
間
の
憲
法
裁
判
の
大

略
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
の
26
年
の
間
に
、
憲
法
裁
判

所
に
法
令
な
ど
の
憲
法
適
合
性

審
査
の
申
立
て
ま
た
は
照
会
が

な
さ
れ
た
件
数
は
、
三
万
九
千

五
百
余
件
で
あ
り
、
そ
の
う
ち

憲
法
判
断
が
示
さ
れ
た
裁
判
、

す
な
わ
ち
判
決
の
件
数
は
、
六

五
二
件
で
す
。
残
り
は
、
別
の

類
似
の
事
件
で
す
で
に
憲
法
判

断
が
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
憲
法

裁
判
所
が
憲
法
判
断
を
示
す
必

要
が
な
い
と
き
、
ま
た
個
人
お

よ
び
団
体
の
申
立
て
や
裁
判
所

な
ど
の
国
家
機
関
の
照
会
に
訴

訟
手
続
上
の
不
備
が
あ
っ
た
と

き
な
ど
の
裁
判
で
あ
り
、
こ
れ

は
決
定
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

六
五
二
件
の
判
決
に
つ
い
て
言

え
ば
、
個
人
お
よ
び
団
体
の
申

立
て
に
も
と
づ
い
た
も
の
が
圧

倒
的
に
多
い
こ
と
が
大
き
な
特

色
の
一
つ
で
す
。
も
う
一
つ
の

特
色
は
、
違
憲
判
決
が
多
い
こ

と
で
す
。
個
人
ま
た
は
団
体
の

憲
法
上
の
権
利
お
よ
び
自
由
を

侵
害
し
て
い
な
い
と
し
て
、
争

わ
れ
て
い
る
法
令
の
規
定
に
対

し
、
合
憲
判
断
を
下
し
た
判
決

は
、
二
七
九
件
で
す
。
こ
こ
に

は
、
法
令
の
規
定
を
限
定
的
に

解
釈
す
る
こ
と
（
合
憲
限
定
解

釈
）
に
よ
り
、
憲
法
に
違
反
し

な
い
と
す
る
合
憲
判
断
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

そ
の
侵
害
を
認
め
て
、
争
わ
れ

て
い
る
法
令
の
規
定
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
違
憲
と
し
た
判
決

は
、
三
六
〇
件
で
す
。
ロ
シ
ア

で
の
人
権
保
障
の
視
点
か
ら
見

た
場
合
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う

に
評
価
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？

次
々
回
か
ら
は
、
具
体
的
な

憲
法
裁
判
（
判
決
）
を
取
り
上

げ
、
ロ
シ
ア
で
の
人
権
保
障
の

問
題
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
ロ
シ
ア
で
の
人
権
保

障
の
問
題
は
、
ロ
シ
ア
も
加
入

し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条

約
を
抜
き
に
は
語
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
次
回

は
、
ロ
シ
ア
と
の
か
か
わ
り
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
つ
い
て

簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま

す
。

５
月
30
日
（
日
）
に
行
わ
れ

る
第
77
回
ロ
シ
ア
語
能
力
検
定

試
験
に
向
け
て
対
策
講
座
を
開

き
ま
す
。

4
級
受
験
ク
ラ
ス

５
月
16
日
（
日
）

10
時
～
12
時

講
師

市
川
春
季

３
級
受
験
ク
ラ
ス

５
月
16
日
（
日
）

13
時
～
15
時

講
師

山
崎
タ
チ
ア
ナ

場
所

愛
知
民
主
会
館
３
階

ロ
シ
ア
語
教
室

受
講
料

1
ク
ラ
ス
受
講
に

つ
き
２
０
０
０
円
（
ユ
ー
ラ
シ

ア
協
会
愛
知
県
連
ロ
シ
ア
語
講

座
受
講
生
は
１
０
０
０
円
）

申
し
込
み
締
め
切
り

５
月

８
日
（
土
）
午
後
５
時
ま
で
。

申
し
込
み
２
名
以
上
で
開
講
し

ま
す
。

日
本
ユ
ー
ラ
シ
ア
協
会
の
会

員
の
皆
さ
ん
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア

諸
国
に
お
け
る
個
人
の
権
利
お

よ
び
自
由
（
以
下
「
人
権
」
と

略
称
す
る
。
）
の
問
題
に
大
き

な
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
最
近
、
新
聞
紙
上

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ナ
ヴ
ァ

リ
ヌ
ィ
事
件
に
対
し
て
は
、
ほ

と
ん
ど
の
人
た
ち
が
、
程
度
の

違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
プ
ー

チ
ン
政
権
に
よ
る
人
権
侵
害
の

事
件
と
見
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ロ
シ
ア
に
つ
い

て
は
、
欧
米
諸
国
や
日
本
で
は
、

こ
の
事
件
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大

統
領
中
心
の
権
威
主
義
的
政
治

体
制
の
も
と
で
の
人
権
の
軽
視
、

ひ
い
て
は
人
権
侵
害
を
批
判
す

る
声
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
す
。

そ
こ
に
は
、
先
入
観
に
と
ら
わ

れ
た
も
の
も
当
然
あ
り
ま
す
。

筆
者
は
、
ロ
シ
ア
で
の
人
権
保

障
の
あ
り
さ
ま
を
め
ぐ
る
こ
の

よ
う
な
状
況
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
と
く
に
ロ
シ
ア
憲
法
裁

判
所
の
裁
判
（
お
も
に
判
決
）

を
検
討
し
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る

人
権
保
護
の
実
態
を
会
員
の
皆

さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
、
本
誌
に
こ
の
連
載

（
原
則
と
し
て
隔
月
1
回
）
を

は
じ
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

人
権
保
護
の
実
態
と
言
っ
て
も
、

そ
の
一
端
だ
け
し
か
伝
え
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
般
の

新
聞
等
か
ら
は
知
り
え
な
い
こ

と
を
な
る
べ
く
多
く
紹
介
し
て

い
く
つ
も
り
で
い
ま
す
。

今
回
は
、
次
々
回
か
ら
の
具
体

的
な
憲
法
裁
判
と
こ
れ
を
と
お

し
て
の
人
権
保
護
の
実
態
の
紹

介
の
前
に
、
ロ
シ
ア
の
人
権
保

障
の
法
制
度
、
と
く
に
、
そ
の

中
心
と
な
る
憲
法
裁
判
制
度
を

簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

コロナ対応カンパ
（2月28日現在）

協力者数 81人

協力金額 ９７３,０７５円

たくさんの方々からカンパを

お寄せいただき、ありがとうご

ざいました。

ロ
シ
ア
の
憲
法
裁
判
か
ら
見
た
そ
の
実
態
の
諸
相

日
本
ユ
ー
ラ
シ
ア
協
会
愛
知
県
連
合
会
会
長

杉
浦
一
孝

ロ
シ
ア
で
の
人
権
保
障
は
ど
う
な
っ
て
い
る
？
（
そ
の
１
）

連
載
に
あ
た
っ
て

＊

法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
多
義
的

な
概
念
で
す
が
、
例
え
ば
、
95

年
２
月
13
日
か
ら
97
年
２
月
20

日
ま
で
憲
法
裁
判
所
長
官
を
務

め
た
ヴ
ェ
・
ア
・
ト
ゥ
マ
ー
ノ

フ
（
故
人
）
に
よ
り
ま
す
と
、

法
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
、
「
社
会

正
義
が
要
求
す
る
方
法
で
社
会

問
題
を
解
決
す
る
法
の
潜
在
的

能
力
に
対
す
る
完
全
な
不
信
感

も
含
め
た
法
に
対
す
る
懐
疑
的

お
よ
び
否
定
的
な
態
度
」
を
い

い
ま
す
（
ソ
ビ
エ
ト
国
家
と
法
、

１
９
８
９
年
、
第
一
〇
号
、
二

〇
頁
）
。

ロ
シ
ア
語
能
力
検
定
試
験
対
策
講
座

５
月
16
日
（
日
）

３
級
と
４
級
で
実
施


